




はじめに

「けんり」ってなんだろう？

〇あなたは、このせかいにひとりしかいない たいせつな ひとです。

〇あなたには、うまれたときから「けんり」があります。「じゆうにあそぶこと

ができる」「すきなえほんをみることができる」「すきなたべものをたべること

ができる」。こうした「けんり」をみんなもっています。あなたにも、ともだ

ちにも、おとなにも、みんな「けんり」があるので、おたがいにだいじにする

ことがたいせつです。

「こどものけんりノート」ってなんだろう？

〇こどもの「けんり」といっても、いろいろな「けんり」があります。

〇この「こどものけんりノート」では、みんながもっている「けんり」をまとめ

ました。

〇ここにかかれていることと、ふだんのあなたのせいかつをくらべてみて、「け

んり」がまもられているか、まわりのおとなといっしょにかんがえてみましょ

う。

〇これからのあなたのせいかつが、えがおであんしんして、あなたらしく、しあ

わせになることをねがっています。
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ぜぜっったたいい ししっってておおいいてて ほほししいいこことと

○○ささべべつつのの ききんんしし（（第第
だい

２２条条
じょう

））

こどもは みんな「けんり」をもっています。どんなこどもも、ぜったい さべつ

されません。

【たとえば どんなことが あるかな】

・「おとこのこらしく しなさい」、「おんなのこらしく しなさい」といわれません。

・あなたのいけんは たいせつなので、どんないけんをもっていても、いじわるなことを さ

れません。

・どんないえのこどもでも、みんなおなじです。みんな たいせつにされます。

・おとうさんや おかあさんが、どんなひとでも、こどもは さべつされません。

○○ここどどももににととっってて、、ももっっとともも よよいいここととをを（（第第
だい

３３条条
じょう

））

こどもにとって、もっともよいことを、おとなは かんがえなくては なりません。

【たとえば どんなことが あるかな】

・せいかつのルールを かんがえるときに、おとなのつごうで かんがえません。

・あなたが すくすくと せいちょうできるように、あなたに いちばんよいことを かんがえ

ます。

・いちばんよいことだと おとながいっても、あなたが「いやだな」とおもったら、おとな

が りゆうを せつめいします。
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○○いいききるるけけんんりり・・そそだだつつけけんんりり（（第第
だい

６６条条
じょう

））

こどもは みんな、いきるけんりと、そだつけんりを もっています。

【たとえば どんなことが あるかな】

・こどもは みんな、けんこうに せいかつするけんりが あります。おとなは、こどもの

けんこうのために、どりょくします。

・あなたの せいちょうのために、しらないことは おしえてもらえます。

○○おおややとと ひひききははななさされれなないい けけんんりり（（第第
だい

９９条条
じょう

））

・こどもは おとうさん、おかあさんと いっしょにくらすけんりを もっています。

・でも、こどもが あんぜんに、あんしんして くらせないときは、はなれてくらす ばあい

もあります。

・おとうさんと おかあさんと、はなれてくらすときも、れんらくしたり、あうことが

できるばあいが あります。

【たとえば どんなことが あるかな】

・おとうさんや おかあさんと いっしょにくらせないあいだも、おでかけをしたり、

おうちに おとまりすることが、できるばあいが あります。

・そのときは、じどうそうだんじょが、あなたが あんしんして すごせることや、あんぜん

に すごせるかを かくにんします。
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○○いいけけんんをを ああららわわすす けけんんりり（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもは じぶんのきもちや かんじたことを なんでもいうことが できます。

【たとえばどんなことがあるかな】

・「たのしい」ときは「たのしい」、「いや」なときは「いや」ということが できます。

・きもちがじょうずに いえなくても、まわりのおとなが いっしょにかんがえてくれるし、

まわりのおとなが かわりにいうことも できます。

・どんなことでも おとなは「きく」せきにんが あります。

○○ひひょょううげげんん のの じじゆゆうう（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもは なんでもつたえることが できます。

【たとえばどんなことがあるかな】

・かんがえていること、かんじていること、いいたいことは どんなことも つたえることが

できます。

・いってもいいし、かいてもいいし、いろいろなほうほうを えらべます。

・ひとりで できないときは どうすればいいか、おとなが かんがえてくれます。

・しりたいことがあれば なんでも しることができます。

○○ププラライイババシシーー・・めめいいよよ はは ままももらられれるる（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもは、ほかのひとにしられたくないことは、しられないように まもられます。また、

ほかのひとから じぶんのきもちを きずつけられない けんりをもっています。

【たとえばどんなことがあるかな】

・おうちに おとうさんがいないことを、まわりのひとにしられないように まもられます。

・みんながもっている おもちゃを、じぶんがもっていないことを、まわりのひとに しられ

ないようにしてもらえます。

・せが ちいさいことで からかわれたりしません。
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○○ここどどもものの せせわわはは ままずずははおおととううささんん・・おおかかああささんんがが ししまますす（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもを そだてるせきにんは おとうさん・おかあさんに あります。むずかしいときに

は、くにが そのてだすけをします。

○○ああららゆゆるる ぼぼううりりょょくくかかららのの ほほごご（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもが ぼうりょくを うけないように、くには こどもをまもります。

【たとえばどんなことがあるかな】

・かぜをひいたときには、おとうさん・おかあさんが おいしゃさんに つれていってくれま

す。

・おとうさん・おかあさんが ごはんのよういを してくれます。

・おとうさん・おかあさんが こどものせわを できないときは、てつだってくれる しせつ

をつかいます。

・もし、わるいことをしても、おとうさん・おかあさんから たたかれたり けられたりする

ことは ありません。きょうだいで さべつされることも ありません。

・もし、おとうさん・おかあさんや、せわをしてくれるおとなから、ぼうりょくをうけたり

さべつをうけたりしたら たすけてくれる おとながいます。
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○○ややすすんんだだりり、、ああそそんんだだりりすするる けけんんりり（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもは、やすんだり、あそんだり、いろんなこと（スポーツ、おえかき など）を

やってみることができます

【たとえばどんなことがあるかな】

・ぐあいが わるかったら、ほいくえんを おやすみできます。

・おともだちと あそびにいくことができます。

・サッカーがすきなら ならいにいけるように おねがいできます。
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○○むむりりややりり ははたたららかかさされれなないいよよううににすするる（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもは、むりやり はたらかされたり、はたらくために がっこうにいけなくなったり、

こころやからだに よくないしごとをさせられたりしないように まもられます

【たとえばどんなことがあるかな】

・むりやり はたらかされて、がっこうに いけなくなることはありません。

・ねるじかんがへったり、びょうきになるくらい はたらかされることはありません。

○○せせいいててききささくくししゅゅ（（※※））かかららののほほごご（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもが、いやらしいとかんじることや、いやだとおもうことから、まもってもらえます。

【たとえばどんなことがあるかな】

・いやらしいことをされたり、いやらしいことをしろといわれたりしたとき、おとなにそう
だんしたら ことわることができた。

・びょうきいがいで、からだのたいせつなところをみせたり、さわらせたりしたときに、お

となにそうだんしたら まもってもらえた。

○○ああららゆゆるるささくくししゅゅ（（※※））かかららののほほごご（（第第 条条
だい じょう

））

くには、こどものしあわせを まもります。

【たとえばどんなことがあるかな】

・こどもをつかって、おかねもうけをしようとしたひとのことを、おとなにそうだんしたら

まもってもらえた。

※さくしゅとは

あなたのからだやこころ、けんりが

たいせつにされず あなたのきもちを

かんがえずに あなたの たいせつな

ものがとられること
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ししっってておおいいててほほししいいこことと

○○ししそそうう・・りりょょううししんん・・ししゅゅううききょょううののじじゆゆうう（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもは いろいろなかんがえを もつことができます。また いろいろなことを しんじ

ることができます。

【たとえばどんなことがあるかな】

・いろいろなかんがえを もってもいいし、いろいろなことを しんじてもいいです。

・どんなかんがえかたでも おとなは たいせつにしてくれます。

・おとなは こどもがじぶんでかんがえられるように、いろいろなことを おしえてくれま

す。

○○ててききせせつつなな じじょょううほほううのの ににゅゅううししゅゅ（（じじぶぶんんののたためめににななるる おおははななししををししるる））（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもは じぶんにとって ためになるおはなしをみたり きいたり よんだりするけんり

が あります。おとなは、こどもによくないおはなしから、こどもをまもります。

【たとえばどんなことがあるかな】

・おもしろそうなえほんを みることができます。

・すきなうたをえらんで きくことができます。

・たのしそうなテレビばんぐみを みることができます。

・こわいユーチューブを みなくていいようにしてくれます。
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○○かかてていいををううばばわわれれたた ここどどももののほほごご（（第第
だい

条条
じょう

））

いろいろなりゆうで、こどもがおうちで かぞくとくらすことができなくなったら、あん

しんして せいかつできるように、かわりにまもって そだててくれるひとがいます。

【たとえばどんなことがあるかな】

・おうちにいることが できなくなったら、かわりにそだててくれるひとや かわりのおうち

を よういしてもらうなど、くにから まもってもらえます。
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○○ししょょううががいいののああるるここどどもも（（第第
だい

条条
じょう

））

こころや からだに しょうがいのある こどもは、あんしんして こまらずに せいかつで

きるように、ささえられて、たいせつに まもられます。

【たとえば どんなことが あるかな】

・あんしんして こまらずに せいかつでき、さまざまな ばしょで かつやくできるよう、い

ろいろな たすけをうけたり、サービスを つかうことが できます。たとえば、

① めがみえない、みえづらい こどものために、てんじ（ゆびで よめるもじ）の ほんが

あります。

② みみがきこえない、きこえづらい こどものために、しゅわ（てを つかった はなしか

た）の てれびばんぐみが あります。

③ あるくことが むずかしい こどものために、くるまいすで はいれるおみせが あります。

○○けけんんここうう・・いいりりょょううへへののけけんんりり（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもは、こころとからだが げんきでいられるように まもられて そだちます。

こどもが げんきに おおきく そだつための かんきょうを ととのえて もらえます。

【たとえば どんなことが あるかな】

・げんきで いられるよう、ごはんを たべたり、たくさんあそんだり、よくねむったり で

きるように します。

・ぐあいが わるいときには おいしゃさんに みてもらうことが できます。
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○○ききょょうういいくくをを ううけけるるけけんんりり（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもは みんな、しょうがっこうやちゅうがっこうなどに いけます。

こうこうに いく チャンスも あります。

がっこうの きまりは、みんなのことを たいせつにする きまりです。

【たとえば どんなことが あるかな】

・おうちが とおかったり、おかねが なくても、がっこうに いけるように かんがえてもら

えます。

・せんせいが、たたいたり、けったりすることは ありません。

○○ききょょうういいくくのの ももくくててきき（（第第
だい

条条
じょう

））

きょういくは、じぶんの よいところを どんどん のばして くれます。

みんなが おなじように たいせつに されること、みんなと なかよくすること、みんなの

いきている ちきゅうを たいせつにすること などを、まなびます。

【たとえば どんなことが あるかな】

・いきものが すきだから、どんどん しらべて べんきょう できます。

・おともだちと なかよく あそぶための やくそくを まなべます。

・おはなや いきものなど、しぜんを たいせつに することを まなべます。
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ででききれればば ししっってておおいいてて ほほししいいこことと

○○ななままええ・・ここくくせせききをを ももつつけけんんりり（（第第
だい

７７条条
じょう

））

○○ななままええ・・ここくくせせきき・・かかぞぞくくかかんんけけいいをを ままももるる（（第第
だい

８８条条
じょう

））

こどもは、うまれたら すぐに なまえや こくせきを もちます。

くには、こどもの「なまえ」や 「こくせき」を まもります。

【たとえば どんなことが あるかな】

・こどもは うまれたら すぐに なまえを とうろく します。

・なまえや こくせき、かぞくとの かんけいは、とても だいじなので、くには これを ま

もります。
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○○けけっっししゃゃ・・ししゅゅううかかいいのの じじゆゆうう（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもは あつまったり、グループを つくることが できます。

【たとえば どんなことが あるかな】

いろいろな かんがえをもつ こどもどうしで、あつまることが できます。

あつまって あそんだり、いけんを いいあうことが できます。
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○○よよううししええんんぐぐみみ（（第第
だい

条条
じょう

））

いろいろなりゆうで うんでくれたおやが、こどもをそだてられないことがあります。そ

ういうときに あたらしいおやが、こどもを まもってそだてることが できるきまりがあり

ます。

【たとえばどんなことがあるかな】

・あたらしいおやが、きちんとこどもをまもり そだてることができるよう くになどが、こ

どもや あたらしいおやのことを しらべ あたらしいかぞくになることを みとめます。
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○○ししゃゃかかいいほほししょょううををううけけるるけけんんりり（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもは、けんこうに あんしんして いきていけるように、みんなにささえられます。

○○せせいいかかつつすすいいじじゅゅんんののかかくくほほ（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもは、こころやからだがけんこうに そだつけんりを もっています。そのために お

とうさんやおかあさんは、こどもにひつようなことをして、こどもをたいせつに そだてま

す。おとうさんやおかあさんの ちからだけでたりないときは、ほかのおとなもいっしょに

こどもをそだてて、まもります。

【たとえばどんなことがあるかな】

・びょうきやけがをしたとき、おいしゃさんに かかることができます。

・ほいくじょにかよって、げんきに そだっていけるようにします。

・せいかつしていくのに じゅうぶんなおかねがないときには、くにから たすけてもらうこ

とができます。

・こどもがげんきにそだつように、おとなが ごはんやようふくをよういしたり、おへやを

そうじしたり、ひつようなものをかったりします。
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○○ままややくく・・かかくくせせいいざざいいななどどかかららののほほごご（（第第
だい

条条
じょう

））

くには、まやく・かくせいざいなどから こどもをまもります。

【たとえばどんなことがあるかな】

・くすりは、びょうきをなおすために からだにただしく つかわれます。

○○ゆゆううかかいい・・ばばいいばばいいかかららののほほごご（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもは、ゆうかいされたり、うりかいされたりしません。

【たとえばどんなことがあるかな】

・こどもは、ゆうかいされたり、ものみたいに こうかんされたりしません。

○○ここどどももににかかんんすするる ししほほうう（（第第
だい

条条
じょう

））

こどもが、つみをおかしたとき ただしいほうほうで まもられます。

【たとえばどんなことがあるかな】

・こどもが、つみをおかしても「やっていいこと」や「やりたいことがやれること」は、た

いせつにされます。
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ここままっったたここととががああっったたととききににおおははななししすするるひひとと

あなたがはなしやすいおとなのひとは

たたいいせせつつななここととををおおははななししすするるととこころろ【【
（

じじどどううそそううだだんんじじょょ】】
）

あなたのことをたんとうするじどうそうだんじょは

じどうそうだんじょ です

あなたのたんとうは

れんらくさき

じどうそうだんじょ

でんわばんごう

こまったことがあったら、あなたのはなしやすいおとなのひとにはなしたり、

じどうそうだんじょにでんわをかけてください。
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児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

の連絡先
れんらくさき

名前
な ま え

電話番号
でんわばんごう

住
じゅう

所
しょ

中央
ちゅうおう

児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ ０２６

２３８－８０１０

〒３８０－０８７２

長野市
な が の し

大字
おおあざ

南
みなみ

長野
な が の

妻
つま

科
しな

２８２－７

松本
まつもと

児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ ０２６３

９１－３３７０

〒３９０－１４０１

松本市
まつもとし

波田
は た

９９８６

飯田
い い だ

児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ ０２６５

２５－８３００

〒３９５－０１５７

飯田市
い い だ し

大
おお

瀬木
せ ぎ

１１０７－５４

諏訪
す わ

児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ ０２６６

５２－００５６

〒３９２－０１３１

諏訪市
す わ し

大字
おおあざ

湖
こ

南
なみ

３２４８－３

佐久
さ く

児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ ０２６７

６７－３４３７

〒３８５－００２２

佐久市
さ く し

岩
いわ

村田
む ら だ

３１５２－１

困
こま

ったことや悩
なや

みを相談
そうだん

するところ【電話
で ん わ

やメールで相談
そうだん

できる窓口
まどぐち

】

児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

・ＤＶ 時間
じ か ん

ホットライン（虐待
ぎゃくたい

の相談
そうだん

）

電 話
で ん わ

０２６－２１９－２４１３

相談
そうだん

時間
じ か ん

２４時間
じ か ん

３６５日
にち

子
こ

ども支援
し え ん

センター

電 話
で ん わ

０８００－８００－８０３５（子
こ

どもの専用
せんよう

ダイヤル）

メール

相談
そうだん

時間
じ か ん

月曜
げつよう

～土曜
ど よ う

午前
ご ぜ ん

時
じ

～午後
ご ご

時
じ

友
とも

だちのこと・家族
か ぞ く

のこと・いじめのことなどの相談
そうだん

学校
がっこう

生活
せいかつ

相談
そうだん

センター（ 時間
じ か ん

子
こ

どもＳＯＳダイヤル）

電 話
で ん わ

０１２０－０－７８３１０（フリーダイヤル）

メール

相談
そうだん

時間
じ か ん

２４時間
じ か ん

学校
がっこう

生活
せいかつ

の悩
なや

みについての相談
そうだん
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チャイルドライン（ 歳
さい

までの子
こ

どものための相談先
そうだんさき

）

電 話
で ん わ

０１２０－９９－７７７７（フリーダイヤル）

相談
そうだん

時間
じ か ん 毎日

まいにち

午後
ご ご

時
じ

～午後
ご ご

時
じ

（ 月
がつ

日
にち

～ 月
がつ

日
にち

は休
やす

み）

「ヒミツは守
まも

るよ」「名前
な ま え

は言
い

わなくてもいい」「どんなことも一緒
いっしょ

に考
かんが

える」「切
き

りたい

ときには電話
で ん わ

を切
き

ってもいい」という約束
やくそく

を守
まも

って、あなたの話
はなし

を聞
き

いてくれます。

警察
けいさつ

本部
ほ ん ぶ

警察
けいさつ

安全
あんぜん

相談
そうだん

（生活
せいかつ

の安全
あんぜん

に関
かん

する相談
そうだん

）

電 話
で ん わ

♯９１１０ または ０２６－２３３－９１１０

相談
そうだん

時間
じ か ん

２４時間
じ か ん

３６５日
にち

少年
しょうねん

サポートセンター・ヤングテレホンコーナー（長野県
ながのけん

警察
けいさつ

）

電 話
で ん わ

０２６－２３２－４９７０

相談
そうだん

時間
じ か ん

２４時間
じ か ん

３６５日
にち

＊ＬＩＮＥで相談
そうだん

できる窓口
まどぐち

もあります。長野県
ながのけん

公式
こうしき

ホームページを検索
けんさく

してみて下
くだ

さい。
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子
こ

どもの権利
けんり

に関
かん

する条約
じょうやく

　説明
せつめい

チェックリスト（説明
せつめい

した後
のち

☑とカッコ内
ない

に日付
ひづけ

を記入
きにゅう

）

第
だい

２条
じょう

さべつのきんし □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

３条
じょう

こどもにもっともよいことを □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

６条
じょう

いきるけんり・そだつけんり □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

９条
じょう

おやとひきはなされないけんり □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

１２条
じょう

いけんをあらわすけんり □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

１３条
じょう

ひょうげんのじゆう □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

１６条
じょう

プライバシー・めいよのほご □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

１８条
じょう

こどものよういくはまずおやにせきにん □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

１９条
じょう

あらゆるぼうりょくからのほご □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

３１条
じょう

やすみ、あそぶけんり □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

３２条
じょう けいざいてきさくしゅ、ゆうがいな

ろうどうからのほご

□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

３４条
じょう

せいてきさくしゅからのほご □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

３６条
じょう

あらゆるさくしゅからのほご □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

１４条
じょう

しそう・りょうしん・しゅうきょうのじゆう □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

１７条
じょう

てきせつなじょうほうのにゅうしゅ □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

２０条
じょう

かていをうばわれたこどものほご □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

２３条
じょう

しょうがいのあるこども □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

２４条
じょう

けんこう・いりょうへのけんり □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

２８条
じょう

きょういくをうけるけんり □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

２９条
じょう

きょういくのもくてき □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

７条
じょう

なまえ・こくせきをもつけんり □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

８条
じょう なまえ・こくせき・かぞくかんけいが

まもられるけんり

□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

１５条
じょう

けっしゃ・しゅうかいのじゆう □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

２１条
じょう

ようしえんぐみ □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

２６条
じょう

しゃかいほしょうをうけるけんり □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

２７条
じょう

せいかつすいじゅんのかくほ □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

３３条
じょう

まやく・かくせいざいなどからのほご □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

３５条
じょう

ゆうかい・ばいばいからのほご □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

第
だい

４０条
じょう

こどもにかんするしほう □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

その他
た

そうだんさきとれんらくほうほうのかくにん □（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　　）□（　　 ）

太枠内に説明を行う年度（例：令和〇年度）を記入
内容
ないよう

条
じょう
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児児童童
じ ど う

のの権権利利
け ん り

にに関関
かん

すするる条条約約
じょうやく

（（子子
こ

どどもものの権権利利
け ん り

条条約約
じょうやく

））

締結
ていけつ

と目的
もくてき

１９８９年
ねん

（平成
へいせい

元年
がんねん

）の国際
こくさい

連合
れんごう

の総会
そうかい

で「児童
じ ど う

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

」が採択
さいたく

されました。

この条約
じょうやく

は、１８歳
さい

未満
み ま ん

のすべての児童
じ ど う

を対象
たいしょう

とするもので、児童
じ ど う

の、人
ひと

としての権利
け ん り

や自由
じ ゆ う

を

尊重
そんちょう

し、児童
じ ど う

に対
たい

する保護
ほ ご

と援助
えんじょ

を促進
そくしん

することを目指
め ざ

しています。

日本
に ほ ん

は、１９９４年
ねん

（平成
へいせい

６年
ねん

）にこの条約
じょうやく

を批准
ひじゅん

しました。

この条約
じょうやく

は次
つぎ

の４つの子
こ

どもの権利
け ん り

を守
まも

ることを定
さだ

めています。

どのような条約
じょうやく

なのか、見
み

てみましょう。

日本
に ほ ん

ユニセフ協会
きょうかい

ホームページより、以下
い か

引用
いんよう

。

（ ）

１１ 生生
い

ききるる権権利利
け ん り

住
す

む場所
ば し ょ

や食
た

べ物
もの

があり、 医療
いりょう

を受
う

けられ

るなど、命
いのち

が守
まも

られること

２２ 育育
そだ

つつ権権利利
け ん り

勉強
べんきょう

したり遊
あそ

んだりして、もって生
う

まれた

能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に伸
の

ばしながら成長
せいちょう

できること

３３ 守守
まも

らられれるる権権利利
け ん り

紛争
ふんそう

に巻
ま

きこまれず、難民
なんみん

になったら保護
ほ ご

され、暴力
ぼうりょく

や搾取
さくしゅ

、有害
ゆうがい

な労働
ろうどう

などから守
まも

ら

れること

４４ 参参加加
さ ん か

すするる権権利利
け ん り

自由
じ ゆ う

に意見
い け ん

を表
あらわ

したり、団体
だんたい

を作
つく

ったりで

きること
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第
だい

１ 条
じょう

子
こ

どもの定義
ていぎ

歳
さい

になっていない人
ひと

を子
こ

どもとします。

第
だい

２ 条
じょう

差別
さべつ

の禁止
きんし

すべての子
こ

どもは、みんな平 等
びょうどう

にこの条 約
じょうやく

にある権利
けんり

をも

っています。子
こ

どもは、国
くに

のちがいや、性
せい

のちがい、どのような

ことばを使
つか

うか、どんな 宗 教
しゅうきょう

を信
しん

じているか、どんな意見
いけん

を

もっているか、心
こころ

やからだに 障
しょう

がいがあるかないか、お金持
かねも

ち

であるかないか、親
おや

がどういう人
ひと

であるか、などによって差別
さべつ

さ

れません。

第
だい

３ 条
じょう

子
こ

どもにもっともよいことを

子
こ

どもに関係
かんけい

のあることが決
き

められ、行
おこな

われるときには、子
こ

どもにもっともよいことは何
なに

かを第一
だいいち

に 考
かんが

えなければなりま

せん。

第
だい

４ 条
じょう

国
くに

の義務
ぎ む

国
くに

は、この条 約
じょうやく

に書
か

かれた権利
けんり

を守
まも

るために、必要
ひつよう

な法律
ほうりつ

を

作
つく

ったり政策
せいさく

を実行
じっこう

したりしなければなりません。

第
だい

５ 条
じょう

親
おや

の指導
しどう

を尊 重
そんちょう

親
おや

保護者
ほ ご し ゃ

は、子
こ

どもの発達
はったつ

に応
おう

じて、適切
てきせつ

な指導
しどう

をします。

国
くに

は、親
おや

の指導
しどう

を尊 重
そんちょう

します。

第
だい

６ 条
じょう

生
い

きる権利
けんり

・育
そだ

つ権利
けんり

すべての子
こ

どもは、生
い

きる権利
けんり

・育
そだ

つ権利
けんり

をもっています。

第
だい

７ 条
じょう

名前
なまえ

・国籍
こくせき

をもつ権利
けんり

子
こ

どもは、生
う

まれたらすぐに登録
とうろく

（出 生 届
しゅっせいとどけ

など）されなけ

ればなりません。子
こ

どもは、名前
なまえ

や国籍
こくせき

をもち、できるかぎり親
おや

を知
し

り、親
おや

に育
そだ

ててもらう権利
けんり

をもっています。

第
だい

８ 条
じょう

名前
なまえ

・国籍
こくせき

・家族
かぞく

関係
かんけい

が守
まも

られる権利
けんり

国
くに

は、子
こ

どもが、名前
なまえ

や国籍
こくせき

、家族
かぞく

の関係
かんけい

など、自分
じぶん

が自分
じぶん

で

あることを示
しめ

すものをむやみにうばわれることのないように守
まも

らなくてはなりません。

第
だい

９ 条
じょう

親
おや

と引
ひ

き離
はな

されない権利
けんり

子
こ

どもには、親
おや

と引
ひ

き離
はな

されない権利
けんり

があります。子
こ

どもにも

っともよいという理由
りゆう

から引
ひ

き離
はな

されることも認
みと

められますが、

その場合
ばあい

は、親
おや

と会
あ

ったり連絡
れんらく

したりすることができます。

第
だい

条
じょう

別々
べつべつ

の国
くに

にいる親
おや

と会
あ

える権利
けんり

国
くに

は、別々
べつべつ

の国
くに

にいる親
おや

と子
こ

どもが会
あ

ったり、一緒
いっしょ

にくらし

たりするために、国
くに

を出入
で い

りできるよう配慮
はいりょ

します。親
おや

がちがう

国
くに

に住
す

んでいても、子
こ

どもは親
おや

と連絡
れんらく

をとることができます。

第
だい

条
じょう

よその国
くに

に連
づ

れさられない権利
けんり

国
くに

は、子
こ

どもが国
くに

の外
そと

へ連
づ

れさられたり、自分
じぶん

の国
こく

にもどれな

くなったりしないようにします。

第
だい

条
じょう

意見
いけん

を 表
あらわ

す権利
けんり

子
こ

どもは、自分
じぶん

に関係
かんけい

のあることについて自由
じゆう

に自分
じぶん

の意見
いけん

を

表
あらわ

す権利
けんり

をもっています。その意見
いけん

は、子
こ

どもの発達
はったつ

に応
おう

じて、

じゅうぶん考慮
こうりょ

されなければなりません。

第
だい

条
じょう

表 現
ひょうげん

の自由
じゆう

子
こ

どもは、自由
じゆう

な方法
ほうほう

でいろいろな情 報
じょうほう

や 考
かんが

えを伝
つた

える

権利
けんり

、知
し

る権利
けんり

をもっています。

第
だい

条
じょう

思想
しそう

・良 心
りょうしん

・ 宗 教
しゅうきょう

の自由
じゆう

子
こ

どもは、思想
しそう

・良 心
りょうしん

・ 宗 教
しゅうきょう

の自由
じゆう

についての権利
けんり

をもっ

ています。

第
だい

条
じょう

結社
けっしゃ

・集 会
しゅうかい

の自由
じゆう

子
こ

どもは、ほかの人
ひと

びとと一緒
いっしょ

に団体
だんたい

をつくったり、集 会
しゅうかい

を

行
おこな

ったりする権利
けんり

をもっています。

第
だい

条
じょう

プライバシー・名誉
めいよ

の保護
ほ ご

子
こ

どもは、自分
じぶん

や家族
かぞく

、住
す

んでいるところ、電話
でんわ

やメールなど

のプライバシーが守
まも

られます。また、他人
たにん

から誇
ほこ

りを傷
きず

つけられ

ない権利
けんり

をもっています。

第
だい

条
じょう

適切
てきせつ

な情 報
じょうほう

の入 手
にゅうしゅ

子
こ

どもは、自分
じぶん

の成 長
せいちょう

に役立
やくだ

つ多
おお

くの情 報
じょうほう

を手
て

に入
い

れる

権利
けんり

をもっています。国
くに

は、本
ほん

、新聞
しんぶん

、テレビ、インターネット

などで、子
こ

どものためになる情 報
じょうほう

が多
おお

く提
てい

供
きょう

されるようにす

すめ、子
こ

どもによくない情 報
じょうほう

から子
こ

どもを守
まも

らなければなりま

せん。

第
だい

条
じょう

子
こ

どもの養育
よういく

はまず親
おや

に責任
せきにん

子
こ

どもを育
そだ

てる責任
せきにん

は、まずその両 親
りょうしん

（保護者
ほ ご し ゃ

）にあります。

国
くに

はその手助
てだす

けをします。

第
だい

条
じょう

あらゆる暴 力
ぼうりょく

からの保護
ほ ご

どんなかたちであれ、子
こ

どもが暴 力
ぼうりょく

をふるわれたり、不当
ふとう

な

扱
あつか

いなどを受
う

けたりすることがないように、国
くに

は子
こ

どもを守
まも

ら

なければなりません。

第
だい

条
じょう

家庭
かてい

を奪
うば

われた子
こ

どもの保護
ほ ご

家庭
かてい

を奪
うば

われた子
こ

どもや、その家庭
かてい

環 境
かんきょう

にとどまることが子
こ

どもにとってよくないと判断
はんだん

され、家庭
かてい

にいることができなくな

った子
こ

どもは、かわりの保護者
ほご し ゃ

や家庭
かてい

を用意
ようい

してもらうなど、国
くに

から守
まも

ってもらうことができます。

第
だい

条
じょう

養子
ようし

縁組
えんぐみ

子
こ

どもを養子
ようし

にする場合
ばあい

には、その子
こ

どもにとって、もっとも

よいことを 考
かんが

え、その子
こ

どもや 新
あたら

しい親
おや

（保護者
ほご し ゃ

）のことなど

をしっかり調
しら

べたうえで、国
くに

や 公
おおやけ

の機関
きかん

だけが養子
ようし

縁組
えんぐみ

を認
みと

めることができます。
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第
だい

条
じょう

難民
なんみん

の子
こ

ども

自分
じぶん

の国
くに

の政府
せいふ

からのはく害
がい

をのがれ、難民
なんみん

となった子
こ

ども

は、のがれた先
さき

の国
くに

で守
まも

られ、援助
えんじょ

を受
う

けることができます。

第
だい

条
じょう

障
しょう

がいのある子
こ

ども

心
こころ

やからだに 障
しょう

がいがある子
こ

どもは、尊厳
そんげん

が守
まも

られ、自立
じりつ

し、

社会
しゃかい

に参加
さんか

しながら生活
せいかつ

できるよう、教 育
きょういく

や訓練
くんれん

、保健
ほけん

サービ

スなどを受
う

ける権利
けんり

をもっています。

第
だい

条
じょう

健康
けんこう

・医療
いりょう

への権利
けんり

子
こ

どもは、健康
けんこう

でいられ、必要
ひつよう

な医療
いりょう

や保健
ほけん

サービスを受
う

け

る権利
けんり

をもっています。

第
だい

条
じょう

施設
しせつ

に入
はい

っている子
こ

ども

施設
しせつ

に入
はい

っている子
こ

どもは、その 扱
あつか

いがその子
こ

どもにとって

よいものであるかどうかを定期的
ていきてき

に調
しら

べてもらう権利
けんり

をもって

います。

第
だい

条
じょう

社会
しゃかい

保障
ほしょう

を受
う

ける権利
けんり

子
こ

どもは、生活
せいかつ

していくのにじゅうぶんなお金
かね

がないときに

は、国
くに

からお金
かね

の支給
しきゅう

などを受
う

ける権利
けんり

をもっています。

第
だい

条
じょう

生活
せいかつ

水 準
すいじゅん

の確保
かくほ

子
こ

どもは、心
こころ

やからだがすこやかに成 長
せいちょう

できるような生活
せいかつ

を送
おく

る権利
けんり

をもっています。親
おや

（保護者
ほご し ゃ

）はそのための第一
だいいち

の

責任者
せきにんしゃ

ですが、必要
ひつよう

なときは、食
た

べるものや着
き

るもの、住
す

むと

ころなどについて、国
くに

が手助
てだす

けします。

第
だい

条
じょう

教 育
きょういく

を受
う

ける権利
けんり

子
こ

どもは教 育
きょういく

を受
う

ける権利
けんり

をもっています。国
くに

は、すべての

子
こ

どもが小学校
しょうがっこう

に行
い

けるようにしなければなりません。さらに

上
うえ

の学校
がっこう

に進
すす

みたいときには、みんなにそのチャンスが与
あた

えら

れなければなりません。学校
がっこう

のきまりは、子
こ

どもの尊厳
そんげん

が守
まも

ら

れるという 考
かんが

え方
かた

からはずれるものであってはなりません。

第
だい

条
じょう

教 育
きょういく

の目的
もくてき

教 育
きょういく

は、子
こ

どもが自分
じぶん

のもっている能 力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

のばし、

人権
じんけん

や平和
へいわ

、環 境
かんきょう

を守
まも

ることなどを学
まな

ぶためのものです。

第
だい

条
じょう

少 数
しょうすう

民族
みんぞく

・先 住 民
せんじゅうみん

の子
こ

ども

少 数
しょうすう

民族
みんぞく

の子
こ

どもや、もとからその土地
と ち

に住
す

んでいる人
ひと

びと

の子
こ

どもは、その民族
みんぞく

の文化
ぶんか

や 宗 教
しゅうきょう

、ことばをもつ権利
けんり

をも

っています。

第
だい

条
じょう

休
やす

み、遊
あそ

ぶ権利
けんり

子
こ

どもは、休
やす

んだり、遊
あそ

んだり、文化
ぶんか

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

に参加
さんか

したり

する権利
けんり

をもっています。

第
だい

条
じょう

経済的
けいざいてき

搾取
さくしゅ

・有害
ゆうがい

な労働
ろうどう

からの保護
ほ ご

子
こ

どもは、むりやり 働
はたら

かされたり、そのために教 育
きょういく

を受
う

けら

れなくなったり、 心
こころ

やからだによくない仕事
しごと

をさせられたりし

ないように守
まも

られる権利
けんり

をもっています。

第
だい

条
じょう

麻薬
まやく

・覚
かく

せい剤
ざい

などからの保護
ほ ご

国
くに

は、子
こ

どもが麻薬
まやく

や覚
かく

せい剤
ざい

などを売
う

ったり買
か

ったり、使
つか

っ

たりすることにまきこまれないように守
まも

らなければなりません。

第
だい

条
じょう

性的
せいてき

搾取
さくしゅ

からの保護
ほ ご

国
くに

は、子
こ

どもが児童
じどう

ポルノや児童
じどう

買
かい

春
しゅん

などに利用
りよう

されたり、

性的
せいてき

な虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けたりすることのないように守
まも

らなければな

りません。

第
だい

条
じょう

誘拐
ゆうかい

・売買
ばいばい

からの保護
ほ ご

国
くに

は、子
こ

どもが誘拐
ゆうかい

されたり、売
う

り買
か

いされたりすることのな

いように守
まも

らなければなりません。

第
だい

条
じょう

あらゆる搾取
さくしゅ

からの保護
ほ ご

国
くに

は、どんなかたちでも、子
こ

どもの 幸
しあわ

せをうばって利益
りえき

を得
え

るようなことから子
こ

どもを守
まも

らなければなりません。

第
だい

条
じょう

拷問
ごうもん

・死刑
しけい

の禁止
きんし

どんな子
こ

どもに対
たい

しても、拷問
ごうもん

や人間的
にんげんてき

でないなどの 扱
あつか

い

をしてはなりません。また、子
こ

どもを死刑
しけい

にしたり、死
し

ぬまで

刑務所
けいむしょ

に入
い

れたりすることは許
ゆる

されません。もし、罪
つみ

を犯
おか

してた

いほされても、尊厳
そんげん

が守
まも

られ年
ねん

れいにあった 扱
あつか

いを受
う

ける権利
けんり

をもっています。

第
だい

条
じょう

戦争
せんそう

からの保護
ほ ご

国
くに

は、 歳
さい

にならない子
こ

どもを軍隊
ぐんたい

に参加
さんか

させないようにし

ます。また、戦争
せんそう

にまきこまれた子
こ

どもを守
まも

るために、できるこ

とはすべてしなければなりません

第
だい

条
じょう

被害
ひがい

にあった子
こ

どもの回復
かいふく

と社会
しゃかい

復帰
ふっき

虐 待
ぎゃくたい

、人間的
にんげんてき

でない 扱
あつか

い、戦争
せんそう

などの被害
ひがい

にあった子
こ

ども

は、心
こころ

やからだの傷
きず

をなおし、社会
しゃかい

にもどれるように支援
しえん

を受
う

けることができます。

第
だい

条
じょう

子
こ

どもに関
かん

する司法
しほう

罪
つみ

を犯
おか

したとされた子
こ

どもは、ほかの人
ひと

の人権
じんけん

の大切
たいせつ

さを学
まな

び、社会
しゃかい

にもどったとき自分
じぶん

自身
じしん

の役割
やくわり

をしっかり果
は

たせるよ

うになることを 考
かんが

えて、 扱
あつか

われる権利
けんり

をもっています。

第
だい

条
じょう

～第
だい

条
じょう

省 略
しょうりゃく

（出典
しゅってん

：日本
にほ ん

ユニセフ
ゆ に せ ふ

協会
きょうかい

抄訳
しょうやく

）
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さしえについて

このこどものけんりノートにつかわれているさしえは、しゃかいてきよういくにかかわる、

こどもやおとなにていきょうしていただきました。
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